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行政のお知らせ

物価高騰に対応するための支援を実施します

物価高対応子育て応援手当支給事業

水道基本料金無償化事業

プレミアム付商品券事業

　(1) 令和7年10月1日～令和8年3月31日までに出生した
児童の保護者

　　 ※ 令和8年1月9日までに児童手当の申請をした方は申請
不要

　(2) 公務員の方(現在の勤務先で児童手当を受給している証
明が必要です)

　(3) 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中などを含む)
により児童手当の申請が必要になった保護者

▶申請期限　
　• 上記(1)または(3)に該当する方は、令和8年6月30日

㈫までに子ども未来課で手続きをしてください。
　• 上記(2)に該当する方は、令和8年3月31日㈫(令和7年

10月1日～令和8年3月31日に出生した児童は令和8年
6月30日㈫)までに子ども未来課で手続きをしてください。

▶その他　 申請が不要で、受取口座を変更したい方や受け取
りを希望しない方は、2月13日
㈮までに子ども未来課で手続きを
してください。

▶問い合わせ　同課手当・給付担当
　　　　　　　(内線292・297)

▶対象期間　
【偶数月検針の方】 2月検針分(3月請求分)から1年間(令和8年

12月検針分まで）
【奇数月検針の方】 3月検針分(4月請求分)から1年間(令和9年

1月検針分まで）
▶注意事項　
• 従量料金(使用量に応じた料金)および下水道使用料は免除
(無償化)の対象ではありません。

• 公的な機関・施設などは免除(無償化)の対象になりません。

　物価高騰の影響が長期化し、その影響がさまざまな人に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を
力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、物価高対応子育て応援手当を支給します。

物価高騰の影響を受けている市民や事業者の負担を軽減するため、令和8年2月から令和9年1月までの12カ
月間、検針によって請求される水道料金のうち、基本料金分を免除(無償化)します。
　対象となる検針月の「上下水道使用水量・料金等のお知らせ」（検針票)に表示される水道料金および合計金額
は、基本料金(口径別基本料金)を除いて表示されます。

▶販売単位　1口 10,000円(市内専用商品券 10,000円、
　　　　　　市内共通商品券3,000円、計 13,000円分）
▶発行口数 30,000口　　　▶購入限度額　1人3口30,000円
▶購入対象　市内在住の方
▶利用期間　4月22日㈬～ 9月30日㈬
▶利用可能店舗　行田市プレミアム付商品券取扱参加加盟店
　（店頭にポスターを掲示）
　※スーパーなどの大型店は、市内共通商品券のみ利用可能
▶ 申し込み　2月20日㈮～ 3月23日㈪(消印有効)に往復はがきまたは市公
式LINEにより申し込みください。

   ※ 重複の申し込みは無効。また申込後の希望口数は変更できません。
【往復はがき】
　 　所定の項目を記入し(右図「往復はがきの書き方」を参照）、行田市商店
会連合会に郵送してください。申込結果は、4月中に申込者全員に返信用
はがきを発送し、お知らせします。

　※記入誤りや必要事項の記載がないものは無効となります。
　※はがきの記入には消せるボールペンを使用しないでください。
【市公式LINE】
　市公式LINEから申し込みください。申込結果は、４月中に申込者全員に返信します。
▶抽選　販売枠を超えた場合は、抽選を行います。
▶ 商品券の引き換え　商品券は購入引換券(はがきの場合は返信用はがき、市公式LINEの場合はLINE
の当選通知画面)と代金を持参し、引き換えてください。購入引換券が無い場合や引換期限を過ぎた場
合は、引き換えすることはできません。

　【期間および時間】　 4月22日㈬～ 5月15日㈮午前10時～午後4時※4月28日㈫～ 5月6日㈬を除く
　【場所】4月22日㈬～ 4月27日㈪　商工センターホール
　　　　 5月7日㈭～ 5月15日㈮　行田市商店会連合会事務局(商工センター 3階）
▶発行者・申し込み先　行田市商店会連合会(〒361―0077 行田市忍2―1―8)☎556―8003
▶問い合わせ　行田市商店会連合会事務局☎556―8003または商工観光課☎580―3012

▶支給額　対象児童1人につき2万円(1回限り)
▶支給対象者　0歳～高校3年生年代の子どもを養育する父母など
▶対象児童　
　①令和7年9月分の児童手当支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分の支給対象児童)
　②令和7年10月1日～令和8年3月31日に出生した児童
▶申請方法　原則申請は不要です。ただし、次に該当する方は子ども未来課へ申請が必要です。

Q．引っ越した場合はどうなりますか。
A． 　令和7年9月分(令和7年9月に出生し
た児童については10月分)の児童手当を
支給した市町村(特別区を含む)または基
準日（令和7年9月30日）時点で住民登
録があった市町村から振り込まれます。ご
不明な点があれば転出前の市町村にお問い
合わせください。

Q． DV被害により子どもと避難していますが、
どうなりますか。

A． 　避難先の市町村で児童手当の受給者変更
の手続きを行っている場合、手当ての支給
を受けることができます。避難先市町村へ
ご相談ください。

 Q&A  

▶口径別基本料金　
メーターの
口径

基本料金
（税込）

メーターの
口径

基本料金
（税込）

13mm 2,860円 50mm 26,400円

20mm 3,080円 75mm 34,100円

25mm 8,800円 100mm 41,800円

40mm 16,500円 150mm 49,500円
▶問い合わせ　水道課☎553―0131

物価高対応子育て応援手当支給事業

　物価高騰の影響を受けた子育て世帯への支援として、0歳から高校３年生年代までの児童手当支給対象
児童を養育する父母などに対して、子ども1人当たり20,000円を支給します。

205,012千円

水道基本料金無償化事業

　物価高騰の影響を受けた市民や市内事業者の負担を軽減するため、令和8年2月検針分から令和9年
1月検針分までの水道基本料金1年分(検針6回分)を免除します。

598,126千円

プレミアム付商品券事業

　物価高騰などの影響を受けている市民や市内事業者の支援を目的に「行田市プレミアム付商品券事業」
（プレミアム率30パーセント)の第3弾を実施します。

100,000千円
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